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告 示 

 

鳥取県告示第859号 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定に基づき、次のとおり特定非営利活動法人

の定款の変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により告示す

る。 

特定非営利活動法人の変更後の定款は、平成26年２月４日までの間、インターネットを利用する方法により公

衆の縦覧に供する。 

 

  平成25年12月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 申請のあった年月日 

    平成25年12月４日 

２  申請に係る特定非営利活動法人の名称 

    特定非営利活動法人ふるさと文化研究会 

３  申請に係る特定非営利活動法人の代表者の氏名 

谷口 貴洋 

４  申請に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地 

    鳥取市 

５  申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

本会は、ふるさとにおける文化を研究し、歴史、文化、自然にわたる生活環境をよりよくすることに関心が

ある人々に対して、ふるさとについて考える教室、調査研究及び啓発事業を行い、もって公益の増進に寄与す

ることを目的とする。 

６ 定款の変更事項 

役員の定数及び任期 

                                                    

 

鳥取県告示第860号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、国土交通省中国地

方整備局日野川河川事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条において準

用する同法第14条第３項の規定により告示する。 

 

  平成25年12月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 作業種類  公共測量（航空写真測量） 

２ 作業期間  平成25年11月16日から平成26年２月28日まで 

３ 作業地域  米子市、境港市、西伯郡日吉津村、南部町及び伯耆町並びに日野郡江府町 

                                                    

 

鳥取県告示第861号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 
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  平成25年12月10日 

鳥取県中部総合事務所長 中 山 孝 一 

 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

医療法人誠医会 セラトピア通所介

護事業所 

東伯郡北栄町瀬戸

45－２ 

平成25年11月

29日 

平成25年12月

31日 

通所介護 

                                                    

 

鳥取県告示第862号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

 

  平成25年12月10日 

鳥取県中部総合事務所長 中 山 孝 一 

 

事業者の名称又

は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

医療法人誠医会 セラトピア介護予

防通所介護事業所 

東伯郡北栄町瀬戸

45－２ 

平成25年11月

29日 

平成25年12月

31日 

介護予防通所介

護 

                                                    

 

鳥取県告示第863号 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規定により告

示する。 

 

  平成25年12月10日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

１ 開発許可の年月日及び番号 

  平成25年５月21日 鳥取県指令第201300033335号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 

西伯郡大山町名和字谷上 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

西伯郡大山町御来屋328 

    大山町 町長 森田 増範 

                                                    

公 告 

 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、境港市か

ら都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項

の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。 
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  平成25年12月10日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

米子境港都市計画公園３・３・８号中野緑地公園 

米子境港都市計画公園３・３・２号境港海浜公園 

２ 縦覧場所 

鳥取県生活環境部くらしの安心局景観まちづくり課（鳥取市東町一丁目220） 

 

 


